
6広報とちぎ　４月号２０２１（令和３）年３月１９日　発行 今月の注目情報・きらりとちぎ人

相　　　談 日　時 場所／問合先

人権相談 月～金曜日
8 時 30 分～ 17 時 15 分

大平隣保館☎(43)6611 0120-46-7830
厚生センター☎ (24)2444
人権・男女共同参画課☎ (21)2161

配偶者等からの暴力 (DV) 相談 月～金曜日
9 時～ 16 時

配偶者暴力相談支援センター
☎（21）2218

いじめ相談電話 月～金曜日 9 時～ 17 時
※土日祝日･時間外は
　事前に予約が必要

本庁舎/青少年育成センター☎(24)0667
メール：gakusyu03@city.tochigi.lg.jp

青少年相談
( 非行問題・不登校など )

本庁舎/青少年育成センター☎(23)6566
メール：gakusyu03@city.tochigi.lg.jp

家庭児童相談 (0 ～ 17 歳の子ど
もとその家族 )

月～金曜日
9 時～ 16 時

本庁舎 / 家庭児童相談室 ( 子育て支
援課内 )　☎ (21)2227

児童虐待相談 月～金曜日
8 時 30 分～ 17 時 15 分

本庁舎／子育て支援課☎ (21)2227　
※左記以外の時間は☎ 189

（児童相談所全国共通ﾀﾞｲﾔﾙ）

婦人・ひとり親家庭相談 月～金曜日
9 時～ 16 時 本庁舎 / 子育て支援課　☎ (21)2229

障がい児者相談 ( 福祉サービスの
利用・障がいを理由とする差別・合
理的配慮及び虐待防止 )

月～金曜日
8 時 30 分～ 17 時 15 分 本庁舎 / 障がい福祉課 障がい児者相

談支援センター係
☎ (21)2219 FAX (21)2682ひきこもり相談（事前に要予約） 第 2 木曜日（次回 4 月 8 日）

10 時～12 時、13 時～15 時

就労支援相談（事前に要予約）

(40 歳未満の就労相談 )

第1・3月曜日13時～21時
第1・3土曜日17時～21時

※
祝
日
除
く

栃木勤労青少年ホーム☎ (22)3113

第2・4月曜日13時～21時
第1・3土曜日13時～16時 大平勤労青少年ホーム☎ (43)5191

高齢者相談
（介護や福祉、生活全般、虐待） 月～金曜日

8 時 30 分～ 17 時 15 分
本庁舎／栃木中央地域包括支援セン
ター ☎（21）2245・2246

もの忘れ相談
（認知症の専門員による相談）

4 月 9 日（金）
10 時～ 11 時 30 分

本庁舎 1階 市民スペース／栃木中央地域
包括支援センター☎（21）2171・2246

相　　　談 日　時 場所／問合先

弁護士相談（事前に要予約）

（弁護士が法的な見解等を助言 )
※予約開始
 4・5 月分：4/1（木）～
　( 各日 8 時 30 分より受付 )

※ 同じ案件での相談は 2 回まで
（異なる会場で相談しても同様）

4 月 9 日（金）、23 日（金）
5 月 14 日（金）、28 日（金）
10 時～ 12 時

本庁舎 2 階 市民相談室
市民生活課☎ (21)2122

5 月 20 日（木）
10 時～ 12 時

大平隣保館 2 階 相談室
☎(43)6611 0120-46-7830

4 月 19 日（月）
10 時～ 12 時

藤岡公民館 1 階 研修室
市民生活課☎（21）2122

4 月 27 日（火）
10 時～ 12 時

都賀総合支所 別館 2 階 会議室
市民生活課☎（21）2122

5 月 25 日（火）
10 時～ 12 時

西方総合支所 1 階 会議室
市民生活課☎（21）2122

4 月 15 日（木）
10 時～ 12 時

岩舟総合支所会議室棟 1 階第 1 会議室
市民生活課☎（21）2122

法律相談（事前に要予約）
※栃木市社会福祉協議会主催

4 月 6 日（火）、20 日（火）
9 時～ 12 時

大平地域福祉センター ふるさとふれあい館
/社会福祉協議会大平支所☎(43)0294

宅地建物相談（売買や賃貸借、所有と管理）
予約開始：4/1（木）8時 30分～

4 月 16 日（金）
10 時～ 12 時 本庁舎 2 階 市民相談室

市民生活課☎ (21)2122行政書士相談（相続・遺言、農地転用、開発行
為等の手続き）予約開始：4/1（木）8時30分～

4 月 16 日（金）
14 時～ 16 時

消費生活相談（商品やサービスな
ど消費生活全般）

月～金曜日
9 時～ 16 時

本庁舎 2 階 消費生活センター
☎ (23)8899 FAX (23)8820

合同相談

( 行政相談・人権相談 )

　♦移動県民相談も同時開設

4 月 13 日（火）、27 日（火）
10 時～ 12 時　

本庁舎 2 階 市民相談室
市民生活課☎ (21)2122

5 月 20 日（木）
10 時～ 12 時

大平総合支所 1 階 相談室
市民生活課☎（21）2122

4 月 14 日（水）
10 時～ 12 時

藤岡公民館 1 階 研修室
市民生活課☎（21）2122

♦ 4 月 27 日（火）
10 時～ 12 時

都賀総合支所 別館 2 階 大会議室
市民生活課☎（21）2122

5 月 25 日（火）
13 時 30 分～15 時 30 分

西方公民館 2 階 小会議室
市民生活課☎（21）2122

4 月 15 日（木）
13 時 30 分～15 時 30 分

岩舟総合支所会議室棟 1 階第 1 会議室
市民生活課☎（21）2122

市民相談
( 日常生活の問題など )

月～金曜日
9 時～ 17 時

本庁舎 2 階 市民相談室
市民生活課☎ (21)2122

■相談業務の案内

新生活に向けて

　進学、就職、転勤など、新たな街で新たな生活を始める人が多い年度替わり。引越
しの依頼が集中する時期です。思わぬトラブルにあわないために、次の点に注意しま
しょう。
引越し業者を決めるには
　複数の業者から見積もりを取り、比較検討して決めましょう。料金やサービス内容
など、わからないことは確認し、特に注意を要する商品や高価な商品がある場合は、
必ず伝えましょう。別途料金が必要であったり、荷物として扱うことが難しい場合も
あります。
　また、見積もりの際、契約前にもかかわらず、業者が段ボールを置いていこうとす
ることがありますが、断りにくくなるので、契約を決めるまでは受け取らないように
しましょう。

標準引越運送約款を確認
　見積もりの際、業者が示すべき事項やキャンセル料金、荷物が破損・紛失してしまっ
た場合等について、約款に定められています。引越業者の多くは、国土交通省のホー
ムページ等に掲載されている『標準引越運送約款』を使用しています。引越しを申し
込む前に、一度目を通しておくとよいでしょう。
　また、約款に定めのない特別な取り決めをする場合は、必ず書面に書いてもらいま
しょう。
引越しが終わったら
　速やかに、荷物や部屋の状態を確認し、引越しに伴う傷や破損等があった場合は、
早急に業者に申し出ましょう。賠償される対象であっても、申し出の期限を過ぎた場
合は対応されません。
　　　　　消費生活センター（本庁舎 2 階）☎ (23) ８８９９ ／ FAX（23）８８２０

相談は無料で秘密は厳守します。気軽にどうぞ。市内の方であれば、どの窓口でも相談できます。
※4月より行政書士相談・ひきこもり相談が始まります。是非、ご利用ください。

歌手
 （栃木市魅力発信特使・栃木市文化マイスター）

伊
い ぶ き

吹　和
か ず や

矢 さん　

　

　
　「雨の太平 紫

あ じ さ い
陽花咲いて♪」「ふたりの夢の 蔵の街♫」 

栃木の見どころを随所に盛り込んだ、栃木市観光協会推
薦の歌「魅せます栃木」。歌をとおして栃木の魅力を伝
える、伊吹さんにお話を伺いました。

歌によって広がっていった活動
「生まれも育ちも栃木」という伊吹さん。昔から歌が

好きで、サラリーマンとして働きながらも、旅行などの
際、よく人に請われて歌っていたといいます。伊吹さ
んの歌唱力を見込んだ近隣市の社会福祉協議会の知人
から「講師として歌を教えてみないか」と頼まれたこ
とが転機となりました。生徒に教えているうちに「失
礼にならないように」と、ボイストレーナーに付くな
どして研鑽を積み、いつしか「歌手になってみたらど
う？」と周りから言われるように。そんな時、たまたま
知人の作曲家のもとに遊びに行った際に出会った曲が

「魅せます栃木」。栃木をテーマにしたこの曲でデビュー
を果たし、県内外のイベントや、地元の老人ホームへ
の慰問、市内各地域の健康福祉センターでの演奏など、
歌の力で栃木の魅力を広めます。

栃木ライオンズクラブの会長として
　そんな伊吹さんには、栃木ライオンズクラブでの活動
という別の顔があります。歌手デビューをきっかけと
した縁で入会し、今年度は会長を努めています。昨年 8
月には、令和元年東日本台風で大きな被害を受けた市内
の名所「あじさい坂」にて、あじさいを枯らす植物の除
去や施肥、看板の清掃などの活動を、会長として、感染
症対策と熱中症対策の両面に配慮しながら行いました。
また「コロナ対応のために一生懸命働いている人のため
に支援をしたい」とも言います。

今の活動ができることのありがたさ
　「自分がこういうことをできるっていうのはやっぱり
幸せ、ありがたいんですよ。『やってやるぞ』じゃなく
て『やらせてもらっている』、そういう気持ちが絶対必
要じゃないかなって。」と伊吹さんは言います。
　「残り少ない人生ですけど、新しい栃木市のために、
今まで世話になった恩返しにがんばっていきたい。『魅
力発信特使』を活かした活動を、この先もどんどん広げ
てやっていきたい。」という伊吹さん。最後にこんなメッ
セージをいただきました。「私も『魅せ
ます栃木』をこれからどんどん広めて
いきます。栃木市の皆さんも、ぜひ栃
木市をこよなく愛していただきたい。」
「魅せます栃木」は Youtube にて聴くことができます


